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港区民間建築物耐震化促進事業実施要綱（20 港環計第 1641 号）に係わる 

（社）東京都建築士事務所協会港支部の耐震特別委員会審査要綱 

平成 21 年 2 月 
                           （社）東京都建築士事務所協会 
                            港支部  支部長 岡部 成 
1. 審査の目的 
  標記、耐震化促進実施要綱に基づく非木造建築物の耐震改修計画・設計の経費に

係わる助成を申請する建築物が、適切な耐震改修・設計内容であるか否かについ

て審査し、且つその耐震改修・設計の充実を図ることを目的とする。 
 
2. 審査の申込み 
  申込者は助成金交付の申請者とし、耐震改修計画・設計審査申込書（資料-1）を用

いて、港支部耐震特別委員会事務局（あくと総合計画）へ申込みを行う。 
 
3. 審査内容および期間 
  審査は、以下の法律および基準・指針に定める診断手法並びに技術水準に適合し

ているか、否かを判定する。 
 □建築物の耐震改修の促進に関する法律－平成７年法律第 123 号 
 □特定建築物の耐震診断・耐震改修に関する指針－平成 7 年建設省告示第 2089 号 
 □改正 建築物の耐震改修の促進に関する法律－平成 1７年法律第 120 号 
 □建築物の耐震診断・耐震改修の促進を図るための基本的な方針 
                        －平成 18 年国交省告示 184 号 
  審査の日程は、審査受付の約３週間後に第 1 回審査会を設け、受診者の説明・質

疑応答結果から指摘事項の検討結果を、第２回審査会で審議する。  
  尚、審査会に先立ち「耐震改修計画・設計報告書」の構成・内容等につき事前相

談が必要な場合、委員会が対応する。 
 
   審査会提出資料  「耐震改修計画・設計報告書」    4 部 
             判定・評定済み「耐震診断報告書」 1 部 
4. 審査手数料の通知・支払い 
「耐震改修計画・設計」審査受付後、概ね下記手数料規定により算出した審査手数

料の通知を行う。手数料の支払は、審査会開催までに終了するものとする。 
 
      審査手数料の目安 （ＥＸＰ・Ｊ等の複数棟は別途定める） 

対象建物の延べ床面積 手数料 対象建物の延べ床面積 手数料 
2,000 ㎡未満 20 万円 5,000～15,000 ㎡未満 30 万円 

2,000～5,000 ㎡未満 25 万円 15,000 ㎡以上 40 万円 
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5. 耐震改修計画・設計報告書の目次構成は下記とする。 
 
 

目  次 
 

1.一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 

    1-1 建物概要 
      1）構造耐震判定指標資料 

2）耐震診断者のコメント 
             ⅰ診断上の仮定  
       ⅱ架構のモデル化 
       ⅲ連層耐震壁の負担せん断力と曲げ・回転耐力の確認 
       ⅳ診断結果と考察 
       ⅴ第 2 種構造要素の検討結果 
       ⅵ下階壁抜け柱の検討結果 
    1-2 建物配置図・各階平面図 
    1-3 各階伏図・軸組図 
    1-4 柱・壁・梁リスト 
 
   2.耐震改修計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 

    2-1 耐震改修の方針 
    2-2 耐震改修の概要 
    2-3 改修前・改修後の耐震性能 
      1）改修前の診断結果表 
      2）改修後の診断結果表 
      3）改修前後の耐震性能比較表 
   3.耐震改修部材の設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 

   4.耐震改修設計図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 

   5.耐震改修の電算出力結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ 

5-1 鉛直部材の終局強度 
    5-2 保有性能基本指標 Ｅｏ 
    5-3 構造耐震指標一覧 
      1）Ｉｓ指標の算定結果 
      2）Ｑ-Ｆ指標一覧（伏図・軸組図） 

3）耐震性能判定結果一覧 
 
                                    
 



6. 港区民間建築物（非木造）耐震改修計画・設計経費助成フロ－ 
 
   建 物     
 
 
  助成対象物の 
   適合判定 
 
    適合 
      
    助成申請 
      第 1 号様式（耐震改修工事等助成申請書）添付資料（要綱別表第 2 の書類） 
    審査 
       

 
 
 
 
第 3 号様式     第 2 号様式（耐震改修工事等助成決定通知書） 
        
     耐震改修等着手届 
          第 4 号様式（耐震改修工事等着手届）                   

助成決

定通知  
不 承 認

通知 

適合条件 

1. 耐震化基準未満の建築物で、構造耐震指標Ｉｓ値を 0.6

以上とするために行う、耐震改修計画・設計であること。

2. 分譲マンション・賃貸マンションは耐火または準耐火であること。 

3. 助成要綱に規定する機関の評定等を受けて、耐震改修計

画・設計を行う建物であること。 

4. 昭和56年5月31日までに建築確認を受けて建築した建物。 

5. 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定を受ける建物。 
6. 原則として、建築基準法に適合しているものであること。 

                                
          
          
                        申込書    

第 5 号様式               審査   （資料-1）          手数料納入 
                                
          
           第 7 号様式（耐震改修工事等完了報告書） 
           第 8 号様式（助成金交付申請書） 

          
                        
     助成金交付決定通知   
           第 9 号様式（助成金交付決定通知書） 
第 11 号様式  助成金申請 

           第 10 号様式（助成金請求書） 

改修工事等

の取止め届

港区指定機関の  

耐震改修評定等取得 

耐震改修工事等完了報告 
助成金交付申請 

  審査  

評 定申込

 評定取得 

東京都家建築士事務所協会 
港支部 耐震特別委員会 

 事前相談 

第 1 回審査 

第 2 回審査 

審査完了  

添付書類 

耐震改修計画・設計報告書及び 

上記の受託書・費用の支払額の写

評定書発行 

交付決定

の取り消

 完  了  
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審査委員の構成 
 

 
 
社団法人 東京都建築士事務所協会 

            港支部  耐震特別委員会 
                            平成 20 年 5 月（改） 
 
 
     顧問  清田清司 （工学博士 芝浦工業大学建築学科名誉教授） 
 
     委員長 原田光政 （ ㈱ユニバアサル設計・原田構造研究室） 
 
     委員  伊藤修二 （ ㈱伊藤構造技術研究所） 
 
     委員  西倉哲夫  （ ㈱ユニバアサル設計） 
 
     委員  津田大二郎 （ ㈱緒方建築事務所） 
 
     委員  大杉晴彦  （ ㈱セド－建築事務所） 
 
     事務局 岡部 成  （ ㈱あくと総合計画）港区西麻布 3-20-13 
                         ＴＥＬ 03-3403-5610 
                            ＦＡＸ 03-3405-8558 
 
 
 
                                 以上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  （資料-1） 
 

平成  年  月  日 

         耐震改修計画・設計審査申込書 
 
社団法人 東京都建築士事務所協会 
     港支部 御中 
                    申込者 住 所  
 
                        建物名称 
 
                        代表者          印 
                        電 話 
 
 
 
  以下の建物の耐震改修計画・設計について、貴支部耐震特別委員会の審査を 
  申込みます。 

建物概要 
□件名 
□所在地 
□所有者または 
 管理組合理事長 
□建物の設計者 
□建物の施工者 
 

□主要用途 
□竣工年次 
□構造種別 
□階数    地上  階・塔屋  階 
       地下  階 
□延べ床面積          ㎡ 
 

 
 
連絡先  事務局欄 

□ 耐震改修計画・設計担当者 
 
 統括 
 
 構造 
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